
 建設連合・宮城県建設組合で加入手続きができます！ 
 

 

                                                     

                                                   

 

一人親方のみなさまの加入について 

 

「建設連合・宮城県建設組合」には、一人親方の任意組合がありますので、 

当組合を通して加入することができます。 

※小規模企業共済、中小企業退職金共済等に加入している方は、建退共に申し込みができません※ 

■■■加入申込とその後の流れ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  

「建設連合・宮城県建設組合」にて加入申込をしてください 

郵送や FAXでも受付けています！ 

手数料 6000 円(年額･税別)を頂戴します。ただし、建設連合国保組合

員且つ当会にて労災加入している方は手数料を免除いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職金は、共済証紙が 252枚以上になったら受け取れます 

①従業員を雇い入れた、②事業所に就職した、③建設業で働かなくなった

場合、当組合から手帳をご本人へお渡しします。 

（退職金を請求する場合や、新しい事業所で使用する場合等にお使いくだ

さい） 

                 ※ただし、貼られた共済証紙の合計（掛金助成日数を含む）が、12月（21日を 1カ

月と換算します。）以上ないと退職金は支払われません。 

 

 

手帳発行の手続きや更新、証紙の購入・貼付など、 

手帳の管理は全て当組合事務局が行います。 

！加入者のみなさまは、月々の就労日数分の証紙代金を毎月お振込頂

くだけです。 

 証紙代金は就労日 1日あたり 310円です。例えば 10月の就労日数が 21日

の場合は 6510円を 10月分としてお振込いただき、事務局で 21枚の証紙

を手帳に貼ります。 

 

※現場で証紙を貼付してもらえる場合は、その期間手帳をお渡しすることも可能

です。 

※証紙代は所得控除対象外ですので、領収証明書等は発行いたしません。 

建退共は建設現場で働く方々のために、国が作った退職金制度です。 

加入申込 

証紙代を 
振り込む 

退職金を受
け取る 

加入申込・お問い合わせは 建設連合・宮城県建設組合 

TEL022-264-4221 FAX022-265-9460 

 

平成 28年４月から一部改正あり！ 

★利回りが 2.7％→3.0％に引き上げ 

★不支給期間が 24月→12月未満に緩和 



建設業退職金共済加入申込書 

東北地区建設業一人親方組合 殿 

令和   年   月   日 

下記のとおり、加入申し込みます。 

加入希望年月 令和   年    月 加入番号 
 

建設連合国民健康保険組合 

被保険者証記号番号 

      労災一人親

方整理番号 

    

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  性別 生年月日 

加  入 者 

氏   名 
 ㊞ 男・女 昭和･平成    年   月  日 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

加  入  者 

現  住  所 

〒 

自宅電話番号  携帯電話番号  

職  種  

1 大工        5 舗装工・道路工      9 屋根工・板金工     13 配管工 

2 鳶職        6 鉄筋工・鉄骨工     10 塗装工            14 機械運転工 

3 軽作業       7 石工               11 建具工・室内装飾   15 植木職・造園業 

4 普通作業員  8 左官               12 電工               16 その他 (具体的な職 

   （土工含む）                                                       種名を記入して下さい) 

建退共の ①手帳を持っている ②手帳をなくした ③手帳は初めて発行する 

次の制度に加入していますか 

□ 小規模企業共済      □ 中小企業退職金共済  

□ 清酒製造業退職金共済   □ 林業退職金共済 

□ 加入していない 

※注意※ 

事業主で一人親方労災に加入していない方、法人の役員、及び事務専属の方は加入できません。誤って

加入し、掛け金を納付した場合には、納付額のみの返還となります。 

＊氏名住所には必ずﾌﾘｶﾞﾅをつけて下さい。 

＊添付書類 

  住所・氏名等を確認できる公的な書類（住民票・保険証・免許証等の写） 

＊手帳は当組合で保管しますので手数料（年間 6000 円税別）を納めて頂きます。 

＊建退共の証紙代は所得控除対象外の為、領収証明書等の発行は致しません。 

受付印 

 

組合記入欄 確認事項 担当者 

手帳発行年月日 平成・令和   年   月   日 手帳配布年月日   

被共済者番号          脱退年月   

 


